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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第179期

第２四半期
連結累計期間

第180期
第２四半期
連結累計期間

第179期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (百万円) 132,319 132,445 262,398

経常利益 (百万円) 4,306 6,945 14,055

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 3,277 5,362 10,380

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,796 6,489 13,840

純資産額 (百万円) 170,104 186,642 181,034

総資産額 (百万円) 353,056 366,229 362,205

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 17.40 28.41 55.09

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 16.71 27.74 52.99

自己資本比率 (％) 48.0 50.8 49.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 16,340 13,179 28,918

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,430 △5,169 △13,648

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,876 △3,006 △14,446

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 22,542 24,307 19,284
 

　

回次
第179期

第２四半期
連結会計期間

第180期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 5.75 8.12
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について、重要な変更はあり

ません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。　
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。　

 

２ 【経営上の重要な契約等】

   業務提携契約

契約会社名 相手方の名称 契約締結日 契約内容 契約期間

北越紀州
製紙㈱

三菱商事㈱ 平成18年７月21日
業務提携

原材料の調達、国内外の
紙販売に関する協業等

平成18年７月21日から
５年間(以後１年毎の自動更
新規定あり)(注)

 

（注）合意により、契約期間を平成30年７月20日まで１年間自動更新いたしました。

 
　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益及び雇用情勢の改善が続き、景気は緩やかに回復

基調が続いているものの、米国政権の経済政策の動向、中国をはじめとするアジア新興国等の景気の先行きなど

海外経済の不確実性の影響により、依然として先行き不透明な状況が続きました。

当社グループにおきましては、売上高は増収となったものの、損益面では、営業利益は原燃料価格の高騰等に

より減益となりました。また、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益は為替差損益の改善等があり増

益となりました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高132,445百万円（前年同四半期比0.1％

増）、営業利益4,562百万円（前年同四半期比26.3％減）、経常利益6,945百万円（前年同四半期比61.3％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益5,362百万円（前年同四半期比63.6％増）となりました。

 

主なセグメント別の業績は、下記のとおりであります。

 

① 紙パルプ事業

紙パルプ事業につきましては、海外子会社の販売数量増加等により増収となりました。損益面においては、

原燃料価格の高騰等により減益となりました。

　以上の結果、紙パルプ事業の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 118,714百万円(前年同四半期比 0.4％増)

営業利益 3,237百万円(前年同四半期比 35.5％減)
 

 

② パッケージング・紙加工事業

パッケージング・紙加工事業につきましては、液体容器の受注減等により減収減益となりました。

　この結果、パッケージング・紙加工事業の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 10,110百万円(前年同四半期比 3.1％減)

営業利益 569百万円(前年同四半期比 4.3％減)
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③ その他

木材事業、建設業、運送・倉庫事業をはじめとするその他事業につきましては、全体的に厳しい受注環境下

であり減収となりました。損益面においては、各種コストダウン効果等により増益となりました。

　以上の結果、その他の事業の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 3,620百万円(前年同四半期比 1.7％減)

営業利益 410百万円(前年同四半期比 69.5％増)
 

 

(2) 財政状態の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べて4,024百万円増加し、366,229百万円となりました。これは、主として現

金及び預金が4,882百万円、株価の上昇等により投資有価証券が3,254百万円それぞれ増加した一方で、減価償却

費等により有形固定資産が2,982百万円減少したことによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べて1,583百万円減少し、179,587百万円となりました。これは、主として有利

子負債が1,782百万円減少したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて5,607百万円増加し、186,642百万円となりました。これは、主として親

会社株主に帰属する四半期純利益等により利益剰余金が4,231百万円増加したことによるものです。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第２四半期連結累計期間末に比

べて1,765百万円増加し、24,307百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は13,179百万円（前第２四半期連結累計期間比19.3％減）となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益6,081百万円、減価償却費9,523百万円、売上債権の減少額

2,636百万円、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額1,650百万円、持分法による投資利益956百万円、仕入債

務の減少額1,113百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は5,169百万円（前第２四半期連結累計期間比19.6％減）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出4,936百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は3,006百万円（前第２四半期連結累計期間比38.3％減）となりました。

支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出8,278百万円、配当金の支払額1,136百万円、収入の主な内訳

は、短期借入金の増加額1,733百万円、コマーシャル・ペーパーの増加額1,500百万円、長期借入による収入

3,441百万円であります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。

 

① 当社の基本方針の内容の概要

当社は、先進の技術と従業員の強固な信頼関係をベースとして、環境負荷を低減した紙素材の提供を通し

て、顧客・株主・取引先・地域社会等に貢献できる会社となり、同時に企業価値の長期安定的な向上を図るこ

とを、経営の最重要課題と認識しております。従いまして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。

当社は、株式の大量買付であっても、当社自身の企業価値を増大させ、株主共同の利益を向上させるもので

あれば、これを一概に否定するものではありません。会社の支配権の移転については、最終的には株主全体の

意思に基づき行われるべきものと認識しております。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て却って企業価値ひいては株主共同の利益を毀

損するもの、株主に株式売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等

について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの

等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なからず見受けられます。

当社の属する製紙産業は、設備の投資から回収まで長期間を要するものであり、中長期的視点での経営判断

が必要とされます。当社は適宜・適切な設備投資を実施し、国際競争力を確保して参りましたが、こうした努

力が当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられなくてはなりません。また、当

社の競争力の源泉は設備の比較優位性だけでなく、需要家の皆様から当社製品の品質と短期間での納品をはじ

めとしたお客様の要請に応えるきめ細かなサービスに対して、多くの御支持を頂いていることにあります。さ

らに、当社グループ従業員の一体感を持った、高いモチベーションや、当社とその事業がなされる地域社会と

の関係も重要と考えられます。これらが当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上にとって不可

欠であると考えております。

当社としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社の企業価値の源泉を十分

に理解したうえで、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければ

ならないと考えております。従いまして、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある

株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

 
② 基本方針実現に資する特別な取組みの概要

当社グループは、明治40年の創業以来、一貫して紙素材を社会に提供することにより、社会経済の発展と生

活文化の向上に努めております。また、国際的な競争力を有し、持続的な成長を可能とすることにより企業価

値の長期安定的な向上を図ることを、経営の最重要課題と捉えております。そのため、いかなる事業環境下に

おいても持続的な成長を目指し、さらに企業価値を向上させるため、2020年（平成32年）を目標とする長期経

営ビジョン「Vision 2020」の最終ステップとして、平成29年４月より新中期経営計画「V-DRIVE」をスタート

させました。ここで掲げた基本方針、経営目標を実現することにより、企業価値、ひいては株主共同の利益の

向上に努めてまいります。
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③ 基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組みの概要

当社は、平成28年５月13日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛

策）」（以下「本プラン」という。）の更新を決議し、同年６月28日開催の第178回定時株主総会において、

本プランは株主の皆様のご承認をいただき、更新されました。

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式の20％以上

の買付等が行われる場合に、買付者等に対し、事前に意向表明書の提出や当該買付等に関する情報の提供を求

め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主に対して当社経営陣の

計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めるものです。

買付者等が、本プランに定める手続に従うことなく買付等を行う場合や、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合など、買付等が本プランに定められた客

観的な発動要件に該当し、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合は、当社は、会社法その他

の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置（以下「対抗措置」という。）をとり、当該買付

等に対抗することがあります。当社取締役会は、具体的にいかなる対抗措置を講じるかについては、その時点

で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとしますが、現時点における具体的な対抗措置とし

ては、新株予約権の無償割当てを行うことを予定しており、その場合には、当該買付者等による権利行使は認

められないなどの差別的行使条件及び当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得するな

どの差別的取得条項が付された新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法

（会社法第277条以降に規定されます。）により割り当てます。

なお、対抗措置の発動、不発動または中止等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、

当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主に対して適時に情報開

示を行うことにより透明性を確保することとしています。

本プランの有効期間は、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結時までとし、本プランの有効期間の満了

前であっても、当社の株主総会において本プランを変更または廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラ

ンは当該決議に従いその時点で変更または廃止されます。また、当社取締役会により本プランを廃止する旨の

決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されます。

本プランの導入（更新）時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投

資家の皆様の権利に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、対抗措置が発動され、新株予約権無

償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みを行わないと、

他の株主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。ただ

し、当社は、買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付すること

があります。当社が係る取得の手続を取った場合、買付者等以外の株主の皆様は、新株予約権の行使及び行使

価額相当の金銭の払込みをせずに当社株式を受領することとなり、その保有する当社株式の希釈化は原則とし

て生じません。
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④ 上記の取組みに対する取締役会の判断及びその理由

本プランは、当社株式に対する買付等が行われた場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判

断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために

買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向

上させるという目的をもって導入されるものです。従いまして、本プランは、当社の基本方針に沿うもので

あって、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の

ための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開

示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）も完全に充足しています。　

また、本プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境

の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。　　

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発

動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しております。独立委員会

は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役もしくは社外監査役または社外の有識者

のいずれかに該当する委員３名以上により構成されます。また、独立委員会の判断の概要については株主の皆

様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運

営が行われる仕組みが確保されています。本プランの発動については、予め定められた合理的な客観的発動要

件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するため

の仕組みを確保しているものといえます。

このように、本プランは高度の合理性を有しており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するもの

であって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は371百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 209,263,814 209,263,814
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であ
ります。

計 209,263,814 209,263,814 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

　　 当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

決議年月日 平成29年６月28日

新株予約権の数(個) 71（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 35,500（注）２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１

新株予約権の行使期間 平成29年７月15日～平成44年７月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　744
資本組入額　　372

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議に
よる承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４
 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。

    ２ 新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当

社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
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調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効

力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少

して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われ

る場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。また、割当日以

降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合

には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」といいます。）に通知または

公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後

速やかに通知または公告いたします。

　　 ３ 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、新株予約権割当日の翌日から１年後または当社取締役の地位を喪失した日の、いずれ　

か早い日から行使することができます。

(2)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から起算して５年が経過したときには、以後新株

予約権を行使することができないものとします。

(3)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下に定める場合（ただ

し、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移

転計画において定められている場合を除きます。）には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使で

きるものとします。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移

転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなさ

れた場合）・・・当該承認日の翌日から15日間

(4)前記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。

(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとしま

す。　

(6)その他の条件については、新株予約権総数引受契約に定めるところによるものとします。　

    ４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当

社が分割会社となる場合に限ります。）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社とな

る場合に限ります。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合には、組織再編

行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社

の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立

の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の

日をいいます。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいま

す。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまで

に掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付することといたし

ます。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定いたします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とし

ます。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり１円とします。
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⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

イ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げます。

ロ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記イ記載の資本

金等増加限度額から前記イに定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま

す。

⑧新株予約権の取得条項

次に準じて決定いたします。以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき株主総会で承認された場合（株

主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償

で新株予約権を取得することができます。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑨その他の新株予約権の行使の条件

   前記新株予約権の行使の条件に準じて決定いたします。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年９月30日 ― 209,263 ― 42,020 ― 45,435
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(6) 【大株主の状況】

平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

三菱商事㈱ 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 36,619 17.50

日本マスタートラスト信託銀行
㈱（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 23,108 11.04

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 8,979 4.29

北越紀州持株会 東京都中央区日本橋本石町三丁目２番２号 5,423 2.59

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 4,499 2.15

㈱第四銀行
新潟県新潟市中央区東堀前通七番町
1071番地１

4,317 2.06

㈱北越銀行 新潟県長岡市大手通二丁目２番地14 4,315 2.06

川崎紙運輸㈱ 神奈川県川崎市川崎区浮島町12番２号 4,286 2.05

㈱みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 3,600 1.72

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 3,554 1.70

計 ― 98,703 47.17
 

(注) １　日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）の所有株

式　は、信託業務に係る株式であります。

２　上記の他に、当社保有の自己株式19,785千株(9.45%)があります。

３　平成29年10月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行㈱、その共同

保有者である日興アセットマネジメント㈱が平成29年９月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載さ

れているものの、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上

記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

三井住友信託銀行㈱
東京都千代田区丸の内一丁
目４番１号

4,370 2.09

日興アセットマネジメント
㈱

東京都港区赤坂九丁目７番
１号

2,045 0.98
 

４　平成29年10月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券㈱、その共同保有者で

あるノムラ インターナショナル ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC）、ノムラ　セキュリテーズイ

ンターナショナル（NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.）及び野村アセットマネジメント㈱が平成29年

９月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末

における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

野村證券㈱
東京都中央区日本橋一丁目
９番１号

561 0.27

ノムラ インターナショナ
ル ピーエルシー（NOMURA
INTERNATIONAL PLC）

１Angel Lane, London 　
EC4R 3AB, United Kingdom

1,362 0.65

ノムラ　セキュリテーズイ
ンターナショナル
（NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL,Inc.）

Worldwide Plaza 309 West
49th Street New York ,
New York 10019-7316

0 0

野村アセットマネジメント
㈱

東京都中央区日本橋一丁目
12番１号

3,820 1.83
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　５　平成29年10月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、㈱みずほ銀行、その共同保有

者であるみずほ証券㈱、みずほ信託銀行㈱及びアセットマネジメントOne㈱が平成29年９月29日現在で以下

の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株

式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

㈱みずほ銀行
東京都千代田区大手町一丁
目５番５号

3,600 1.72

みずほ証券㈱
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号

842 0.40

みずほ信託銀行㈱
東京都中央区八重洲一丁目
２番１号

2,500 1.19

アセットマネジメントOne
㈱

東京都千代田区丸の内一丁
目８番２号

4,014 1.92
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

　(自己保有株式)
　普通株式

19,785,000
― ―

　(相互保有株式)
　普通株式

23,600
― ―

完全議決権株式(その他) 189,054,200 1,890,542 ―

単元未満株式 401,014 ― ―

発行済株式総数 209,263,814 ― ―

総株主の議決権 ― 1,890,542 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)      

北越紀州製紙㈱
新潟県長岡市西蔵王
三丁目５番１号

19,785,000 ― 19,785,000 9.45

(相互保有株式)      

㈱ニッカン
新潟県長岡市西蔵王
三丁目５番１号

23,600 ― 23,600 0.01

計 ― 19,808,600 ― 19,808,600 9.47
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 19,494 24,376

  受取手形及び売掛金 ※2  64,150 ※2,※3  60,596

  電子記録債権 3,858 ※2,※3  4,797

  商品及び製品 20,510 21,196

  仕掛品 1,976 2,034

  原材料及び貯蔵品 22,402 23,258

  その他 7,254 7,228

  貸倒引当金 △48 △47

  流動資産合計 139,598 143,441

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 80,360 80,888

    減価償却累計額 △47,394 △48,239

    建物及び構築物（純額） 32,966 32,648

   機械、運搬具及び工具器具備品 410,774 413,851

    減価償却累計額 △328,827 △334,281

    機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 81,946 79,569

   その他（純額） 29,468 29,181

   有形固定資産合計 144,381 141,398

  無形固定資産 3,172 3,048

  投資その他の資産   

   投資有価証券 68,906 72,161

   その他 ※4  8,606 ※4  8,638

   貸倒引当金 ※4  △2,460 ※4  △2,458

   投資その他の資産合計 75,052 78,341

  固定資産合計 222,606 222,788

 資産合計 362,205 366,229
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 20,149 ※3  19,147

  電子記録債務 7,737 ※3  7,587

  短期借入金 26,823 23,613

  コマーシャル・ペーパー 11,000 12,500

  未払法人税等 1,334 965

  引当金 3,109 3,063

  その他 13,409 ※3  14,305

  流動負債合計 83,564 81,183

 固定負債   

  社債 30,000 30,000

  長期借入金 48,540 48,609

  引当金 840 819

  退職給付に係る負債 13,656 13,792

  資産除去債務 2,056 2,100

  その他 2,511 3,083

  固定負債合計 97,605 98,403

 負債合計 181,170 179,587

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 42,020 42,020

  資本剰余金 45,396 45,537

  利益剰余金 90,752 94,983

  自己株式 △10,160 △9,956

  株主資本合計 168,010 172,584

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 10,534 12,453

  繰延ヘッジ損益 △56 △6

  為替換算調整勘定 1,595 694

  退職給付に係る調整累計額 210 184

  その他の包括利益累計額合計 12,284 13,326

 新株予約権 140 139

 非支配株主持分 600 591

 純資産合計 181,034 186,642

負債純資産合計 362,205 366,229
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 132,319 132,445

売上原価 105,915 107,449

売上総利益 26,403 24,995

販売費及び一般管理費 ※1  20,216 ※1  20,433

営業利益 6,187 4,562

営業外収益   

 受取利息 32 33

 受取配当金 532 664

 持分法による投資利益 990 956

 為替差益 － 718

 その他 654 646

 営業外収益合計 2,209 3,019

営業外費用   

 支払利息 325 323

 為替差損 2,989 －

 設備休止費用 402 －

 その他 373 311

 営業外費用合計 4,091 635

経常利益 4,306 6,945

特別利益   

 固定資産売却益 10 228

 投資有価証券売却益 0 46

 関係会社清算益 － 29

 受取保険金 － 20

 特別利益合計 11 325

特別損失   

 固定資産除売却損 1,081 1,100

 固定資産圧縮損 － 34

 関係会社株式売却損 － 54

 その他 2 －

 特別損失合計 1,083 1,189

税金等調整前四半期純利益 3,233 6,081

法人税、住民税及び事業税 632 821

法人税等調整額 △640 △191

法人税等合計 △7 630

四半期純利益 3,241 5,451

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に
帰属する四半期純損失（△）

△36 88

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,277 5,362
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 3,241 5,451

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 325 1,224

 繰延ヘッジ損益 171 44

 為替換算調整勘定 △2,013 △903

 退職給付に係る調整額 △92 △37

 持分法適用会社に対する持分相当額 163 711

 その他の包括利益合計 △1,444 1,038

四半期包括利益 1,796 6,489

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,925 6,404

 非支配株主に係る四半期包括利益 △128 85
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 
           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 3,233 6,081

 減価償却費 9,778 9,523

 のれん償却額 74 63

 受取保険金 － △20

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △236 2

 受取利息及び受取配当金 △564 △698

 支払利息 325 323

 持分法による投資損益（△は益） △990 △956

 固定資産圧縮損 － 34

 固定資産除売却損益（△は益） 1,070 872

 売上債権の増減額（△は増加） 1,975 2,636

 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,762 △1,650

 未収消費税等の増減額（△は増加） 95 △15

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,084 △1,113

 未払消費税等の増減額（△は減少） 90 △655

 その他 1,309 △281

 小計 16,838 14,144

 利息及び配当金の受取額 1,508 884

 利息の支払額 △319 △321

 法人税等の支払額 △1,687 △1,528

 営業活動によるキャッシュ・フロー 16,340 13,179

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出 △78 △26

 有形固定資産の取得による支出 △6,017 △4,936

 有形固定資産の売却による収入 117 291

 貸付けによる支出 △7 △57

 貸付金の回収による収入 78 11

 その他 △524 △450

 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,430 △5,169
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △3,801 1,733

 コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △7,000 1,500

 長期借入れによる収入 412 3,441

 長期借入金の返済による支出 △2,932 △8,278

 社債の発行による収入 10,000 －

 配当金の支払額 △1,136 △1,136

 非支配株主への配当金の支払額 △71 △93

 自己株式の取得による支出 △0 △1

 その他 △345 △171

 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,876 △3,006

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,381 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,651 5,022

現金及び現金同等物の期首残高 18,890 19,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  22,542 ※1  24,307
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

従来、連結子会社のうち決算日が２月28日であった、北越東洋ファイバー株式会社については同日現在の財務諸

表を使用し連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりましたが、同社が決

算日を３月31日に変更したことに伴い、当第２四半期連結累計期間は平成29年３月１日から平成29年９月30日まで

の７ヶ月間を連結しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

１　連結子会社以外の会社等の金融機関等からの借入金の債務保証を行っております。

 

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

富士製紙協同組合 －百万円 1百万円
 

 
※２ 受取手形割引高、受取手形裏書譲渡高、電子記録債権割引高及び電子記録債権譲渡高

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

受取手形割引高 41百万円 15百万円

受取手形裏書譲渡高 148 50 

電子記録債権割引高 － 42 

電子記録債権譲渡高 － 4 
 

 
※３　四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものと

して処理しております。

　なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及

び電子記録債権債務が、四半期連結会計期間末残高から除かれております。
 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

受取手形 －百万円 842百万円

電子記録債権 － 445 

支払手形 － 94 

電子記録債務 － 1,839 

設備関係支払手形 － 323 
 

 

※４ 平成27年３月期に発覚の不正行為に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

固定資産     

　投資その他の資産     

　　その他     

　　　長期未収入金 2,359百万円 2,359百万円

　　貸倒引当金 △2,359  △2,359  
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(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

運送費 9,628百万円 9,960百万円

販売諸費 3,984 4,039 

給料及び手当 2,296 2,245 

賞与引当金繰入額 693 709 

退職給付費用 162 151 
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

現金及び預金 22,643百万円 24,376百万円

使途制限付預金 △101 △69 

現金及び現金同等物 22,542 24,307 
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日
定時株主総会

普通株式 1,136 6.00 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月14日
取締役会

普通株式 1,136 6.00 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金
 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日
定時株主総会

普通株式 1,136 6.00 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月13日
取締役会

普通株式 1,136 6.00 平成29年９月30日 平成29年12月４日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

紙パルプ
事業

パッケージ
ング・紙加
工事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 118,203 10,433 128,636 3,682 132,319 － 132,319

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,255 37 1,292 16,874 18,166 △18,166 －

計 119,458 10,470 129,929 20,556 150,486 △18,166 132,319

セグメント利益 5,018 594 5,613 241 5,855 331 6,187
 

(注)１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、不動産売買、

運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。

　　２　セグメント利益の調整額331百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

　　３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

紙パルプ
事業

パッケージ
ング・紙加
工事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 118,714 10,110 128,825 3,620 132,445 － 132,445

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,354 37 1,391 18,676 20,068 △20,068 －

計 120,068 10,147 130,216 22,297 152,513 △20,068 132,445

セグメント利益 3,237 569 3,806 410 4,216 345 4,562
 

(注)１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、不動産売買、

運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。

　　２　セグメント利益の調整額345百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

　　３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 17円40銭 28円41銭

 (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 3,277 5,362

   普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額(百万円)

3,277 5,362

   普通株式の期中平均株式数(千株) 188,425 188,734

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 16円71銭 27円74銭

 (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
   (百万円)

△121 △115

   （うち関連会社の発行する潜在株式の影響による
　　　持分法投資損益(百万円)）

(△121) (△115)

   普通株式増加数(千株) 402 402

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

─ ―
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２ 【その他】

第180期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）中間配当については、平成29年11月13日開催の取締役会

において、平成29年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを

決議いたしました。

①　配当金の総額                                1,136百万円

②　１株当たりの金額      　                      ６円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成29年12月４日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成29年11月14日

北越紀州製紙株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   櫻　井　紀　彰   印

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   上　野　直　樹   印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   木　村　純　一   印

 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北越紀州製紙株

式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日か

ら平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北越紀州製紙株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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